〇〇〇団体名〇〇〇　規約　(部則)

第１条(名称)
本団体は「追手門学院大学〇〇〇部」と称する。
第２条(目的)
本団体は、～～～～～行うことを目的とする。
第３条(活動内容)
本団体は、以下の活動を行う。
（１）～～～～～
（２）～～～～～
（３）～～～～～
（４）～～～～～
第４条(所属・所在地)
本団体は、追手門学院大学学友会追風クラブサークル連合に所属し、所在地は大阪府茨木市西安威2－1－15とする。
第５条(構成)
本団体は、追手門学院大学に在籍している学生（以下学生）をもって構成する。
第６条(組織と役職)
本団体には、以下の役員を置き、必要に応じて適宜その他役員を追加することが出来る。
（１）責任者(部長)：１名
（２）主務(事務代表)：１名
（３）財務（会計代表）：１名
（４）その他、必要と認められる役員
第７条(役員の選出)
役員は、定例会議に置いて協議の上決定する。
第８条(入部、退部)
1. 入部を希望する学生は、本部則に同意の上で大学所定の手続きにより入部することが出来る。
2. 退部を希望する学生は、責任者との面談を行い、大学所定の手続きにより退部を認める。
第９条（除名）
以下の行為が認められた場合は、第6条に定める者同士で協議の上、本人の意思に関係なく一定期間の活動停止や本団体より除名する。
（１）～～～～～
（２）～～～～～
（３）～～～～～
（４）～～～～～
　・
　・
第１０条(会計)
1. 学友会費を原資とする団体費ならびに部費などその他の収入をもって本団体の活動経費に充てる。
2. 預金取引において、第6条（３）にあたる者が代表権を有する。
3. 財務（会計代表）は収支を記録し、定期的に責任者へ報告するものとする。
4. 財務（会計代表）は年に一度、団体の収支を明らかにして大学へ決算報告を行う。
第１１条（部費など）
1. 部費は、毎月○円とする。
2. その他合宿など行事ごとに別途徴収することとし、個人の責に帰す場合にかかるキャンセル料等においても自己負担で支払うこととする。
3. [bookmark: _GoBack]徴収した部費による積立金は、本人の卒業後においても後輩の活動費に充てることを了承する。
第１２条（会計年度）
会計年度は、４月１日から翌年３月３１日までとする。
第１３条(会議)
1． 会議は定期的に開催する。
2． 会議においては、多数決の原則により意思決定を行う。
第１４条(規約の改廃)
本規約の改廃は定例会議において行い、出席者の３分の２以上の同意をもって成立する。
附則
この会則は2026年4月1日より施行する。
